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▼
販
売
場
所
＝
佐
野
総
合
窓
口
課

市
民
生
活
係
（
東
仮
庁
舎
事
務
棟

１
階
・
12
月
７
日
の
新
庁
舎
開
庁

後
は
政
策
調
整
課（
４
階
）
で
販

売
）、
田
沼
行
政
セ
ン
タ
ー
、
政

策
調
整
課
統
計
係
（
葛
生
あ
く
と

保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

※
市
内
で
は
安
蘇
庁
舎
、
宮
脇
書

店
佐
野
店
、
タ
イ
ム
ク
リ
ッ
プ
佐

野
店
、
未
来
屋
書
店
佐
野
新
都
市

店
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
カ
ン
セ
キ

佐
野
店
、
セ
ブ
ン
‐
イ
レ
ブ
ン
・

ロ
ー
ソ
ン
の
各
店
舗
で
販
売
す
る

予
定
で
す

▼
価
格
＝（
通
常
判
）
500
円
、（
ポ

ケ
ッ
ト
判
）400
円　

■
問
合
せ
＝
政
策
調
整
課

☎
（８６）
３
４
２
３

防
災
行
政
無
線
に
よ
る
自
動

放
送
試
験
の
お
知
ら
せ

　

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
発
生
時
に
備
え
、
防
災
行
政

無
線
を
用
い
て
情
報
伝
達
訓
練
を

行
い
ま
す
。
こ
の
訓
練
は
、
全
国

瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー

ト
）
を
用
い
た
訓
練
で
す
。

※J-A
L
E
R
T

と
は
、
地
震
・
津

波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報

を
、
国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を
通

じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ

ム
で
す
。

▼
訓
練
日
時
＝
11
月
25
日
（水）
午
前

11
時（
予
定
）

▼
放
送
内
容
＝
上
り
チ
ャ
イ
ム
＋

「
こ
れ
は
テ
ス
ト
で
す
」×
３
回
＋

「
こ
ち
ら
は
防
災
さ
の
で
す
」＋
下

り
チ
ャ
イ
ム　

■
問
合
せ
＝
危
機
管
理
課

☎
（２０）
３
０
５
６

狩
猟
事
故
防
止
の
た
め
に　

　
11
月
１
日
か
ら
翌
年
２
月
末
日

ま
で「
狩
猟
期
間
」で
す
。

　

山
林
に
入
る
方
は
次
の
こ
と
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

①
オ
レ
ン
ジ
な
ど
の
明
る
い
色
の

目
立
つ
服
装
を
心
が
け
て
く
だ
さ

い
（
白
い
帽
子
や
タ
オ
ル
は
シ
カ

に
間
違
え
ら
れ
や
す
い
色
で
す
）

②
鈴
、
ラ
ジ
オ
な
ど
で
自
分
の
存

在
を
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

③
銃
声
が
聞
こ
え
た
ら
近
寄
ら
な

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

④
林
道
な
ど
に
複
数
の
車
両
が
止

ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
近
く
で
狩

猟
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

⑤「
わ
な
」設
置
の
看
板（
標
札
）
な

ど
が
あ
る
場
所
へ
は
近
寄
ら
な
い

で
く
だ
さ
い
。
■
問
合
せ
＝
農
山

村
振
興
課
☎

（６１）
１
１
６
３

月市民優先予約１1 より

3月分の受付開始！ ＴＥＬ ０２８４－２２－４５０５

相続・交通事故等に関する相談は

弁護士法人

小沼総合法律事務所
弁護士  小沼正毅 　　弁護士  髙山雄介

栃木県弁護士会

栃木県足利市永楽町９－４  大協ビル２階
平日：９時～１８時  土曜日：９時～１２時  日祝休
URL：http://konuma-law-office.com

図
書
館
の
催
し

【
佐
野
図
書
館
】
☎

（２２）
１
８
３
３

●
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
講
演
会

▼
日
時
＝
11
月
21
日
（土）
午
後
１
時

～
４
時
30
分　

▼
講
師
・
内
容
＝
小
林
隆
志
さ
ん

「
図
書
館
の
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
と
地

方
振
興
」、
永
濱
利
廣
さ
ん
「
佐

野
市
の
ま
ち
お
こ
し
に
つ
い
て
」

※
そ
の
他
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
「
佐
野
市
の
ま
ち
お
こ
し

と
図
書
館
の
果
た
す
役
割
」

▼
定
員
＝
先
着
50
人
（
無
料
）

▼
受
付
＝
11
月
１
日
（日）
よ
り

●
ク
リ
ス
マ
ス
お
は
な
し
会

▼
日
時
＝
12
月
12
日
（土）
午
後
２
時

～
３
時
30
分　

▼
内
容
＝
パ
ネ
ル

シ
ア
タ
ー
「
か
き
の
木
マ
ン
」、

人
形
劇
「
赤
ず
き
ん
ち
ゃ
ん
」、

大
型
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
な
ど

▼
定
員
＝
先
着
100
人
（
無
料
）

▼
受
付
＝
11
月
７
日
（土）
よ
り

【
田
沼
館
】
☎

（６１）
１
１
３
６

●
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン
グ
お
は
な

し
会
（
事
前
申
込
不
要
・
無
料
）

　

耳
を
す
ま
し
て
、
聞
こ
え
て
く

る
お
話
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
11
月
29
日
（日）
午
後
１
時

30
分
～
３
時　

▼
対
象
＝
小
学
生
以
上　

▼
内
容
＝
ア
メ
リ
カ
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
昔
話
「
小
さ
な
こ
げ
た
顔
」、	

手
遊
び
な
ど

▼
協
力
＝
田
沼
素
話
の
会

市
民
保
養
施
設
「
レ
イ
ク
サ

イ
ド
佐
野
」
の
営
業
終
了

　
利
用
者
数
の
減
少
お
よ
び
施
設

や
設
備
の
老
朽
化
な
ど
の
た
め
、

平
成
28
年
3
月
末
で
営
業
を
終
了

い
た
し
ま
す
。

　

最
終
営
業
日
ま
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
交
通
生
活
課

☎
（６１）
１
１
５
９

葛
生
あ
く
と
プ
ラ
ザ
の
年
末

開
館
時
間
の
短
縮
　

　

館
内
整
備
を
実
施
す
る
た
め
、

12
月
26
日
（土）
・
27
日
（日）
午
後
５
時

30
分
～
午
後
10
時
の
間
、
全
館
休

館
し
ま
す
。
■
問
合
せ
＝
同
プ
ラ

ザ
☎

（８６）
４
７
１
５

平
成
28
年
版
県
民
手
帳
を
販

売
し
ま
す

　

在
庫
に
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
早
め
に
お
求
め
く
だ
さ
い
。

▼
販
売
期
間
＝
11
月
16
日
（月）
～
平

成
28
年
１
月
29
日
（金）
　

お
知
ら
せ
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

〒327-0826 栃木県佐野市茂呂山町８‒５
TEL.0283-85-9051
E-mail : k.isobekenzai@themis.ocn.ne.jp

代表取締役 五 十 部　彰

一般家庭粗大ゴミから工業用ゴミまでの処分業
一般住宅解体から、承ります。また、砕石販売
もいたします。建物総解体業

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
該
当

さ
れ
る
方
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
源
泉
所
得
税
の
年
末
調
整
説
明

会▼
日
時
＝
11
月
20
日
（金）
午
後
２
時

～
４
時
　
▼
会
場
＝
文
化
会
館

●
消
費
税
決
算
説
明
会

▼
日
時
＝
11
月
30
日
（月）
午
後
２
時

～
４
時　

▼
会
場
＝
勤
労
者
会
館

●
青
色
申
告
決
算
説
明
会

▼
日
時
＝
12
月
１
日
（火）
午
後
２
時

～
４
時　

▼
会
場
＝
勤
労
者
会
館

●
白
色
申
告
決
算
説
明
会

【
事
業（
営
業
）所
得
の
方
】

▼
日
時
＝
12
月
２
日
（水）
午
前
10
時

～
正
午　

▼
会
場
＝
勤
労
者
会
館

【
事
業（
農
業
）
所
得
・
不
動
産
所

得
の
方
】

▼
日
時
＝
12
月
２
日
（水）
午
後
２
時

～
４
時　

▼
会
場
＝
勤
労
者
会
館

■
問
合
せ
＝
同
署
☎

（２２）
４
３
６
６

税
を
考
え
る
週
間

　

11
月
11
日
～
17
日
は
、「
税
を

考
え
る
週
間
」
で
す
。

　

今
年
の
テ
ー
マ
は
、「
税
の
役

割
と
税
務
署
の
仕
事
」
で
す
。

　

こ
れ
に
あ
わ
せ
「
中
学
生
の
税

に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
」
を
、
11
月

４
日
（水）
か
ら
24
日
（火）
の
期
間
、
佐

野
駅
前
交
流
プ
ラ
ザ
「
ぱ
る
ぽ
ー

と
」
で
展
示
す
る
ほ
か
、
観
光
物

産
会
館
、
安
蘇
合
同
庁
舎
、
商
工

会
議
所
、
イ
オ
ン
モ
ー
ル
佐
野
新

都
市
店
（
10
日
～
17
日
）
に
展
示

し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
。
■
問
合
せ
＝
佐
野
税
務
署

☎
（２２）
４
３
６
６

個
人
事
業
税
の
お
知
ら
せ

　

第
２
期
分
の
納
付
書
を
11
月
11

日
（水）
に
送
付
し
ま
す
。
納
期
限
は

11
月
30
日
（月）
で
す
。

■
問
合
せ
＝
安
足
県
税
事
務
所

☎
（２３）
１
４
５
８

ご
存
じ
で
す
か
？

検
察
審
査
会

　

犯
罪
な
ど
の
被
害
に
遭
い
、
警

察
署
や
検
察
庁
に
訴
え
た
も
の

の
、
そ
の
処
分
に
不
満
の
あ
る
方

は
、
検
察
審
査
会
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

　

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
が

あ
る
方
の
中
か
ら『
く
じ
』で
選
ば

れ
た
11
人
の
検
察
審
査
員
が
、
検

察
官
が
事
件
を
起
訴
し
な
か
っ
た

こ
と
の
当
否
を
審
査
し
ま
す
。

※
費
用
は
一
切
か
か
り
ま
せ
ん

■
問
合
せ
＝
足
利
検
察
審
査
会
事

務
局
☎
０
２
８
４

（４１）
３
１
０
６

まち・ひと・しごと創生（佐野市版）　　　　

■

問合せ＝政策調整課☎（２０）３０００

　日本では、平成２０年をピークに人口減少局面に入っています。

　本市の国勢調査による人口を見てみますと、平成２年の１２８，２７６人をピークに、平成２２年には

１２１，２４９人と２０年間で５％以上減少しています。特に、年少人口（０～１４歳）は、平成２２年

に１５，４０２人となり、昭和５５年と比べると約４６％も減少しています。

　次に、生まれてくる赤ちゃんの数をみますと、平成７年には１年に約１，２００人だったものが、平成

２５年には約９００人となっており、やはり減少傾向が続いています。

　このまま人口が減少していきますと、いまから４５年後の平成７２年における市の人口は約６万７千人

となり、現人口の約半分になるという推計もあります。人口減少の進行は「労働人口の減少」や「商工業

地域の縮小」といった経済上の悪影響につながるばかりでなく、過疎化が進むことによる「地域コミュニ

ティの消滅」など、地域社会が直面する深刻な問題です。行政としても、すべての地域にこれまでと同じ

公共サービスを提供できなくなる恐れもあります。

　そのため、本市では人口減少問題を克服するため、市長を本部長とする創生本部と民間から多くの参画

を得た懇談会を設置し、人口減少対策の基本方針となる「佐野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

に取り組んでいます。引き続き１２月号、翌年１月号にも、地方創生に関する内容をお知らせします。




